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省
エ
ネ
性
能
、耐
久
・
耐
震
性
能
に

優
れ
た
住
宅
建
設
を
支
援

　

省
エ
ネ
性
能
、
耐
久
性
能
や
耐
震
性

能
に
優
れ
た
住
宅
建
設
の
普
及
を
進

め
、
快
適
で
住
み
心
地
の
よ
い
良
質
な

持
ち
家
取
得
の
促
進
を
図
る
た
め
、
市

内
に
一
定
の
条
件
を
満
た
す
住
宅
を
新

築
す
る
人
に
20
万
円
を
補
助
し
ま
す
。

受
付
期
間

　

11
月
30
日
㈭
ま
で

募
集
件
数

　

先
着
50
件

対
象
者

　

次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
人

①
世
帯
総
所
得
が
５
５
０
万
円
以
下

②
世
帯
全
員
が
市
税
を
滞
納
し
て
い
な

い
（
納
付
状
況
に
よ
っ
て
は
、
対
象

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

③
暴
力
団
員
で
な
い

④
過
去
に
お
び
ひ
ろ
住
宅
づ
く
り
奨
励

金
ま
た
は
お
び
ひ
ろ
ス
マ
イ
ル
住
宅

補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い

対
象
住
宅

　

次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
住
宅

①
き
た
住
ま
い
る
住
宅
、
認
定
長
期
優

良
住
宅
ま
た
は
認
定
低
炭
素
住
宅

の
い
ず
れ
か
に
よ
る
新
築
住
宅

②
専
用
住
宅
ま
た
は
併
用
住
宅
で
、
自

ら
が
居
住
す
る
部
分
の
床
面
積
が
、

50
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
２
８
０
平

方
メ
ー
ト
ル
以
下

③
市
内
に
事
務
所
、
営
業
所
が
あ
る
事

　

若
者
は
家
族
や
友
人
と
の
つ
な
が
り

が
途
切
れ
て
し
ま
う
と
、
悩
み
を
抱
え

た
ま
ま
、
家
に
閉
じ
こ
も
り
が
ち
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

帯
広
市
で
は
、
若
者
や
そ
の
家
族
が

抱
え
る
悩
み
を
、
気
軽
に
安
心
し
て
相

談
で
き
る
窓
口
と
し
て
、「
ヤ
ン
グ
テ

レ
ホ
ン
相
談
」
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

社
会
生
活
や
体
に
関
す
る
相
談
が

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す

　

昨
年
度
は
、
引
き
こ
も
り
や
ニ
ー

ト
、
就
労
不
安
な
ど
の
社
会
生
活
に
関

す
る
相
談
が
約
７
割
を
占
め
ま
し
た
。

次
に
、
性
な
ど
体
に
関
す
る
相
談
が
多

く
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。（
図
）

　

ま
た
、
中
高
生
か
ら
は
、
主
に
思
春

期
の
自
立
や
家
庭
の
問
題
、
将
来
の
進

路
、
友
人
間
で
の
孤
立
に
関
す
る
相
談

が
あ
り
ま
し
た
。

帯
広
市
・
支
援
機
関
が
一
体
と
な
っ
て

創
業
者
を
支
援

　

帯
広
市
で
は
、
創
業
希
望
者
の
活
動

を
支
援
し
よ
う
と
、
帯
広
商
工
会
議
所
、

金
融
機
関
な
ど
と
連
携
し
て
「
特
定
創

業
支
援
事
業
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
支
援
事
業
に
は
、
帯
広
商
工

会
議
所
の
「
相
談
窓
口
」、
金
融
機
関

の
「
融
資
、
保
証
、
相
談
窓
口
、
セ
ミ

ナ
ー
」
な
ど
が
あ
り
、
創
業
希
望
者
が

経
営
、
財
務
、
人
材
育
成
、
販
路
開
拓

に
つ
い
て
、
指
導
や
助
言
を
受
け
ら
れ

ま
す
。

　

ま
た
、
継
続
し
て
支
援
事
業
を
受
け

た
人
は
、
市
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
で
、

会
社
設
立
の
際
の
登
録
免
許
税
軽
減
な

ど
の
国
の
支
援
策
が
活
用
で
き
ま
す
。

自衛官候補生を募集します　航空学生、一般曹候補生、自衛官候補生（女子・男子）を募集します。詳細は問い合わせください。申・問各申込期間に、
直接自衛隊帯広募集案内所（西５南 14、☎ 23・8718）へ。担当課総務課

建
築
指
導
課
（
市
庁
舎
６
階
、
☎
65
・
４
１
８
０
）

青
少
年
課
（
市
庁
舎
３
階
、
☎
65
・
４
１
６
１
）

商
業
ま
ち
づ
く
り
課
（
市
庁
舎
７
階
、
☎
65
・
４
１
６
５
）

住
宅
新
築
で

20
万
円
を
補
助

不
安
や
悩
み
に

寄
り
添
う

創
業
希
望
者
の

活
動
を
支
援

問
い
合
わ
せ

問
い
合
わ
せ

問
い
合
わ
せ

お
び
ひ
ろ
ス
マ
イ
ル
住
宅
補
助
金

ヤ
ン
グ
テ
レ
ホ
ン
相
談

さ
ま
ざ
ま
な
創
業
支
援
策
が
あ
り
ま
す

業
者
が
施
工
す
る
住
宅

④
国
な
ど
か
ら
他
の
補
助
金
（
市
が
指

定
す
る
も
の
に
限
る
）
な
ど
の
交
付

を
受
け
て
い
な
い
。
ま
た
は
受
け
る

予
定
が
な
い

申
請
方
法

　

申
請
書
に
必
要
書
類
を
添
え
て
、
建

築
指
導
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

そ
の
他
の
条
件
、
必
要
書
類
な
ど
、

詳
細
は
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ま
ず
は
悩
み
を
相
談
し
て

　

悩
み
を
話
せ
る
相
手
が
見
つ
か
ら
な

か
っ
た
ら
、
ヤ
ン
グ
テ
レ
ホ
ン
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。
ど
ん
な
に
さ
さ
い
な

悩
み
で
も
、
匿
名
で
も
構
い
ま
せ
ん
。

相
談
内
容
の
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

対
象
者　

小
学
生
～
お
お
む
ね
39
歳
ま

で
の
人
と
そ
の
保
護
者
や
家
族

相
談
方
法　

電
話
や
Ｅ
メ
ー
ル
の
ほ
か
、

面
談
で
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

起
業
家
育
成
事
業

～
Ｓス
テ

ッ

プ

ｔ
ｅ
ｐ  

ｕア
ッ
プｐ  

Ｎネ
ク

ス

ト

ｅ
ｘ
ｔ
～　

　

帯
広
市
で
は
、
主
に
若
年
層
の
起
業

へ
の
動
機
付
け
を
行
う
た
め
、
自
ら
課

題
を
発
見
し
解
決
す
る
力
や
、
新
た
な

事
に
挑
戦
す
る
た
め
の
考
え
方
の
枠

組
み
を
学
ぶ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
Ｓ
ｔ
ｅ
ｐ 

ｕ
ｐ 

Ｎ
ｅ
ｘ
ｔ
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

昨
年
度
は
、
30
歳
未
満
を
対
象
に
実

施
し
、
若
手
社
会
人
、
大
学
生
、
高
校

生
な
ど
19
人
が
、
全
６
回
の
講
演
や

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
通
じ
て
実
践
的
な

手
法
を
学
び
ま
し
た
。

　

今
年
度
は
秋
頃
の
実
施
を
予
定
し
て

い
ま
す
。
詳
細
が
決
ま
り
次
第
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
広
報
お
び
ひ
ろ
な
ど

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

検 索おびひろスマイル住宅補助金

ヤングテレホン相談窓口
が変わりました

帯広
市役所 NHK

帯広厚生病院

と
か
ち
館

西
5
条

ソネビル東館

ソネビル２階
ヤングテレホン

相談
社会生活
80件

社会生活
80件

体
19件
体
19件

家庭
生活 6件

学校
生活 5件

交友 5件
その他 1件

合計116件

図　平成 28 年度の相談状況

帯広市独自の創業支援制度はありますか？

国の支援策はどのようなものがありますか？
次のような、支援策があります。
・会社設立の際にかかる登録免許税を半額に軽減
・信用保証協会の無担保、第三者保証なしの創業関

連保証枠の拡充（通常 1000 万円から 1500 万円へ）
・創業関連保証の特例期間延長（通常事業開始２カ

月前から６カ月前へ）

帯広市では、中小企業者の資金調達のために「帯広
市中小企業振興融資制度」を設け、市内中小企業者
を対象に、金融機関を通じた低利の融資を行ってい
ます。
・新規開業支援資金（限度額は運転・設備各 1000 万

円）
・ニューフロンティア資金（限度額は運転 3000 万

円・設備１億円。十勝の農畜産物など地域の優位
性を生かした事業活動が条件）など

融資制度の詳細は、商業まちづくり課に問い合わせ
るか、市ホームページをご覧ください。

◇◆創業支援策について教えてください◆◇

検 索帯広市  融資制度

交付までの流れ

申
請
者

申
請

受
理
・
審
査

工
事
着
手

交
付
決
定
通
知
書

工
事
完
了

完
了
実
績
報
告

受
理
・
審
査

交
付
額
決
定
通
知

請
求
書

受
理

補
助
金
交
付

市

A

A

Q

Q

　４月から、社会福祉法人慧誠会が相談
窓口を開設しています。
受付日時　月～金曜日（祝日を除く）、
　　　　　９時～ 17 時 30 分
場所　西６条南６丁目３、ソネビル２階、
　　　おびひろ地域若者サポートステー
　　　ション内

相談専用電話  ☎ 22・8349
　     wakamono-soudan@keisei-kai.jp


